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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和８年２月２５日（水）、本庁舎５階 ５－１会議室・５

－２会議室に招集する。 

出席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治 １５番 伊 澤 忠 治 

 ２番 小 林 正 幸 １６番 井 出 茂 康 

 ３番 永 野 良 徳 １７番    漆 原 豊 彦 

４番 田 代 惠美子 １８番 北 村 利 夫 

 ５番 西 山 弘 行 １９番 宮 治 政 彦 

 ６番 関 根 栄 一 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ７番 齋 藤 義 治  ２２番 澤 野 孝 行 

 ８番 井 上 哲 夫 ２３番   平 川 勝 昌 

 ９番 上 田 洋 子 ２４番 神 﨑 享 子 

１０番 吉 川   誠 ２５番 砂 川 耕 介 

１２番 川 上 健 一 

 １３番 吉 原   豊 

１４番 加 藤   登 

 

欠席委員は、次のとおり 

１２番 飯 田 芳 一  ２０番 安 藤 康 彦 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長  山  本     主 幹  坂  間 上級主査 松 森  

主 査  久  保  
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第  ６８号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ２ 議案第  ６９号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第  ７０号  非農地判断について 

日程第 ４ 議案第  ７１号  相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

日程第 ５ 議案第 ７２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

について 

日程第 ６ 議案第 ７３号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

について 

日程第 ７ 議案第 ７４号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

に対する意見について 

日程第 ８ 報告第 ２５号 農地の貸借の合意解約通知について 

日程第 ９ 報告第 ２６号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 

日程第１０ 議案第 ７５号 「藤沢市情報セキュリティポリシー」の改定について  

日程第１１ 議案第 ７６号 「地域計画（案）」の作成に伴う意見について  
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開会 午後２時４１分 

 

事務局（山本事務局長） お待たせをいたしました。定刻を過ぎましたので、ただい

まから「藤沢市農業委員会総会」を開催したいと思います。 

それでは、本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、欠席

は飯田委員です。安藤委員は、今はまだお見えになっておりませんが、このま

まお見えにならなければ２名の欠席ということで２３名、現在は出席者２４名

ということで、このまま進めさせていただきます。  

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、大変

お忙しい中を総会に出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

今日は久しぶりの雨ということで、作物にとっては「恵の雨」、いろいろな

意味で、この雨は重要でございます。  

今月は、２月に入りまして総選挙がございました。いきなり総選挙というこ

とでしたが、皆様御存じのように、結果的には、自民党が３分の２以上の議席

を得たということで終わりました。  

そのときの争点と言いますか、争点がいろいろ話題になりましたけれども、

消費税の減税ですとか、あるいは物価高対策ですとか、そういうことが主な争

点になりました。 

昨年、あれだけ騒いだ「令和の米騒動」ということで、もう少し米の関係が

争点になるかなと思いましたが、ほとんど触れられず、高市さんでいいのかど

うかということが争点になりまして、結果的には、皆様御存じのような結果に

なりました。 

そういうことで、この農業というのは、一時的に物がないと、かなりいろい

ろな方面で話題になりますが、喉元を過ぎますと、すっかり忘れられてしまう

というふうな性格がございます。  

その後、冬季オリンピックがございまして、これによって、選挙も、ますま

すずっと昔のような感じもいたします。  
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農業ですと、ずっと続けていくわけでございますが、これも、何度も言って

いますけれども、農業者の、基幹的農業従事者ということが、昨年の１１月に

「農業センサス２０２５」ということで、速報値が発表されました。それを見

ますと、日本全国で農業の人口はどのぐらいかなということですが、１０２万

人という結果が出ました。２０２０年に比べますと３４万人減っているという

ことですね。そうすると、年間６万８，０００人～７万人近くの日本の農業従

事者が減っているということでございます。このまま行きますと、２０４０年

には大体４０万人ぐらいになってしまうのではないかということが、一番危惧

をされております。 

そういうことで、担い手対策ということを、なかなかやってくれないのが現

状でございます。 

また、その「農業センサス」の中で、各市町村の数字も出ております。藤沢

市の農業者はどのぐらいかということで調べてみましたが、藤沢市の２０２５

年の農業センサスの数字は、２０２０年、今から５、６年前ですが、１，０２

４人でした、基幹的農業者は。人口が４４万人いますから、そのうちの１，０

２４人が、２０２０年には農業者として登録をされておりました。昨年の２０

２５年はどのぐらいかと言いますと、７２６人だそうでございます。５年間で

約３００人減っております。 

若い人たちはどのぐらいいるのかなということで、これもちょっと調べてみ

ましたら、２０代で１５人、３０代で４０人、４０代で７８人、５０代が１０

４人、６０代以上になるとほとんど……、平均年齢が７０歳以上ですから、こ

のぐらい減少しているわけです。  

そうすると、やはり農業というものは、いわゆる崩壊に近いのではないかな

ということは、いつも感じております。これは、「ゆでガエル理論」というこ

とで、自分の、今の姿が生ぬるい状態のままでいますと、自分の置かれている

状況がほとんど分からないうちに崩壊してしまうというふうなことでございま

すので、これから、これをどのようにしたらいいかということですが、一番の

方法は、稼げればいいんです。実際、稼げないから、要するに後継者も育たな
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いわけです。年間売上げ１００万とか２００万というふうな数字で、若い人が

やるとは思えないんですね。 

ですから、サラリーマン並み、あるいは公務員並みの給料が取れるような農

業ができるようにするにはどうしたらいいかということが、ほとんど議論され

ていません。 

そのほかに、地域計画では、農地をいかに残すかということが議論されてお

りますが、農地を残したところで、やる人がいなければ何にもならないわけで

すよ。このアンバランスが、今の農業を衰退させているのではないかなという

ことは、常々感じております。  

国会議員の先生方にもよく言うのですが、だんだんだんだん農業を知ってい

る議員もいなくなってしまっているのが現状でございますので、その辺も、こ

れから皆様方がいろいろな方面で、いろいろな方とお会いすると思いますが、

ぜひとも農業の厳しさというものを、現実を、もっともっといろいろな人に語

っていただきたい。そういうこともいろいろ感じております。  

それでは、ただいまから２月の総会を開会いたします。よろしく御協力のほ

どをお願い申し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。 

事務局（山本事務局長） 会長、ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。  

事務局（久保主査） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により１３番の吉原 豊委員

と１６番の井出茂康委員の御両名にお願いをいたします。  
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これより議事に入ります。 

日程第１、議案第６８号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

    松森上級主査。 

事務局（松森上級主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、

説明させいただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

３人。所有面積、１２４ａ。耕作面積、１２４ａ。譲渡人、住所氏名、記載の

とおり。当該農地、宮原の１筆。地目、畑。地積、７３７㎡。権利の種類、売

買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、

譲受人の要望による。 

続きまして、地区、六会・長後。番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

従事者、４人。所有面積、９５ａ。耕作面積、９５ａ。譲渡人、住所氏名、記

載のとおり。当該農地、高倉の８筆。いずれも田。地積は合計で３３３．９９

㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡

大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事は２人。所有

面積、３５５ａ。耕作面積、６２７ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当

該農地、高倉の３５筆。地目、いずれも田現況畑。地積は、合計で３，６６７．

０６㎡。権利の種類は、売買による所有権移転。申請理由は、譲受人、農業経

営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。 

１０番、吉川委員。 

１０番（吉川 誠委員） 資料は１ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、県道藤沢・厚木線にある「用田」交差点から
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南西に約５００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、本市のほか厚木市にも農地を所有し、植木や露地野菜などの生産

により農業経営を行っています。  

管理状況は良好であることを本市分は現地調査で、厚木市分は、管轄の農業

委員会事務局に確認済みです。  

このたび、農業経営規模拡大を図るために、当該農地を新たに取得するとの

ことです。 

申請地については、ジャガイモやサツマイモを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

２２番、澤野委員。 

２２番（澤野孝行委員） 資料は３ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、県道横浜・伊勢原線にある「高鎌橋」の交差

点から北西に約７５０ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、長後などで水稲や果樹の生産等により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地につきましては、水稲を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

２２番、澤野委員。 

２２番（澤野孝行委員） 資料は５ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、県道横浜・伊勢原線にある「高鎌橋」交差点

から北西に約７５０ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、横浜市と大和市に農地を所有し、植木の生産により農業経営を行

っております。 

農地の管理状況が良好であることを、管轄の農業委員会事務局に確認済みで

す。 

このたび、農業経営規模拡大を図るために、当該農地を新たに取得するとの

ことです。 

申請地につきましては、サカキやイヌツゲを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第６８号について、許可をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６８号について、許可することに決定をい
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たします。 

    次に移ります。 

日程第２、議案第６９号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

松森上級主査。 

事務局（松森上級主査） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請について」、

説明させていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、用田の７筆。地目、い

ずれも畑。地積、合計２，４８９㎡。内容、権利の種類は、所有権移転。転用

目的は、墓地の敷地拡張。他に宅地・山林・雑種地を含む。農用地区域除外日、

記載のとおり。農地種別、第１種農地。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、用田の３筆。地目、いずれも畑。

地積、合計１，５６９㎡。内容、権利の種類、所有権移転。転用目的、資材置

場の敷地拡張。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、第２種

農地。 

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、用田の１筆。地目、畑。地積、１，

１９９㎡。内容、権利の種類、所有権移転。転用目的、車両置場。農用地区域

除外日、当初から。農地種別は、第３種農地でございます。  

続きまして、番号４。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。耕作者、同左人。当該農地、獺郷の１筆。地目、畑。地積、１

７１㎡。内容、権利の種類、所有権移転。転用目的は、庭の敷地拡張。農用地

区域除外日は、昭和５９年４月２０日。農地種別、第２種農地でございます。 

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 
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それでは、番号１について意見を求めます。 

１８番、北村委員。 

１８番（北村利夫委員） 資料は７ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、県道丸子・中山・茅ヶ崎線にある「コメリハ

ード＆グリーン藤沢用田店」と市道を挟んで南東に隣接している土地になりま

す。 

    農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタール以上広がっているため、「第１

種農地」と判断いたしました。 

    第１種農地のため、本来、農地転用は許可できませんが、既存敷地の２分の

１未満の拡張であるため、例外的に許可をすることができるものです。  

譲受人は、隣接地に約１０，０００㎡の敷地からなる霊園を運営しておりま

す。約２，０００区画ある墓地の８５％が分譲済みであり、今後も墓地の需要

が高まるとの想定から、約４００区画の墓地及び来客用の駐車場の敷地として

拡張するとのことです。 

申請地は、北側及び東側が道路と畑、西側が畑、南側は既存の霊園になって

おります。 

出入口は北側の一部で、出入口を除いた部分はコンクリートブロックを２段

及び３段積みにし、南側の既存霊園との境界には既設のコンクリートブロック

がありますので、これを利用し、土砂等の流出を防ぎます。 

墓地部分は、インターロッキング舗装、来客用駐車場部分はアスファルト舗

装にし、雨水については、県砂防課と協議の上、浸透施設を設置し、敷地内浸

透処理とします。 

なお、霊園敷地が拡張部分を含めると１ヘクタールを超えるため、県土地利

用調整条例に基づき申請をしており、県土地水資源対策課より適合通知収受済

みであることを確認しており、敷地内で盛り土と切り土が発生し、盛土高３０

ｃｍを超える部分があるため、神奈川県砂防課に盛土規制法の許可申請済みで

あること、及び市生活衛生課に墓地等変更の許可申請済みであることを確認し

ています。 
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また、申請地の間にある市の土地も一体的に転用するため、「市有地の払い

下げ」について手続き済みであることを確認いたしております。  

    地区協において、譲受人の代理人と面談し、近隣の土地や周辺に残る農地に

影響がないよう十分配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    １８番、北村委員 

１８番（北村利夫委員） 資料は１２ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、県道丸子・中山・茅ヶ崎線にある「新用田辻」

交差点から北に約４００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、農用地区域外にあり、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断いたしました。 

譲受人は、防災設備事業を営んでおり、事業規模拡大に伴い、本申請地の南

側隣接地に設けている資材置場だけでは手狭になることから適地を探していま

した。 

当該地は、本社及び営業所と同じ市内にあり、現資材置場に隣接しており、

東名高速道路や圏央道へのアクセスもよく、希望エリアに合致するため、転用

の上、敷地の拡張を行うものです。  

申請地は、北側が畑及び宅地、東側が山林、南側が現在使用している資材置

場、西側が道路になっております。南側の現資材置場と一体で利用し、出入口

は、現資材置場のゲートを利用します。 

南側を除き敷地境界に地上髙３ｍの鋼板仕切りを設置し、土砂等の流出を防

ぎます。 

敷地内は転圧の上、砕石敷きとし、雨水については、敷地内自然浸透処理と



12 

 

します。 

地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に十分配慮す

ることなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

    １８番、北村委員 

１８番（北村利夫委員） 資料は１４ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、県道丸子・中山・茅ヶ崎線にある「コメリハ

ード＆グリーン藤沢用田店」より北に約３００ｍの土地になります。  

    農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水道管が埋

設されており、近隣にはこころまち診療所と綾瀬市の蟹ヶ谷公園があるため、

「第３種農地」と判断いたしました。  

譲受人は、主に自動車の販売及び輸出業を営んでおり、綾瀬市と藤沢市遠藤

に車両置場を賃借していますが、遠藤の借地が令和８年２月末に契約期間満了

を迎えるため、代替地を探していたところ、規模的にも都合がよい申請地が適

地であると判断したとのことです。 

申請地は、東側は道路、西側と南側は山林、北側は水路及び宅地になってお

ります。 

出入口は東側の一部で、出入口以外の部分については、既存の法面を利用し、

土砂等の流出を防ぎます。 

また、敷地内は転圧の上、砂石敷きにして、雨水については、敷地内浸透処

理とします。 

地区協においては、代理人と面談し、隣接地に影響がないように十分配慮す

ることなどについて指導しました。  
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意

見を求めます。 

    １２番、三上委員 

１２番（三上健一委員） 資料は１６ページをお開きください。  

本件の申請地につきましては、市立中里小学校より西に約２５０ｍの土地に

なります。 

    農地の区分は、御所見市民センターより５００ｍ以内であるため、「第２種

農地」と判断いたしました。 

譲受人は、現在、申請地の隣地の住宅に居住しております。自宅の庭として

敷地を拡張するため、転用の申請を行うものです。 

申請地の東側及び北側は宅地、西側は農地、南側は道路となっております。  

東側は、既存のブロックが設置されており、南側には出入口を設け、出入口

以外の南側及び西側に単管パイプ及び地上高２０ｃｍの鋼板を設置します。 

敷地内は芝生を植えるとともに、一部を砂利敷きにして、雨水については、

敷地内浸透処理とします。 

地区協において、譲受人と面談し、周辺に残る農地に影響がないよう十分配

慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

議案６９号について、許可をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 
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    それでは、議案第６９号について、許可することに決定をいたします。  

    次に移ります。 

日程第３、議案第７０号「非農地判断について」を上程いたします。 

    事務局からの説明を求めます。  

    松森上級主査。 

事務局（松森上級主査） それでは、「非農地判断について」、御説明させていただ

きます。 

    地区、御所見・遠藤。番号１。当該農地、葛原の４筆。地目、いずれも畑。

地積、合計で４，４３７㎡。所有者、住所氏名、記載のとおり。農用地区域地

除外日、平成２年３月３１日。  

    資料は、１８ページ以降をお開きください。  

農地パトロール等で調査しました結果、農業上の利用の増進を図ることが見

込まれない農地につきましては、非農地判断をし、農地台帳から除外すること

とされております。 

    今回、非農地判断をする土地につきましては、県道４２号線に架かる「藤綾

跨線橋南側」交差点から北に約２５０ｍの土地になります。 

    令和７年度農地パトロールの調査で、「再生利用が困難な農地」として判断

されました。 

    当該地につきましては、資料の写真にありますように、樹木が群生し山林化

しており、農地に復元することが困難な状況により、非農地として判断するも

のです。 

    今回、承認をいただいた際には、後日、所有者等に農地台帳から除外する旨

の非農地通知をしていく予定でございます。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

それでは、本件について意見を求めます。  

この案件は、多分毎年、農地パトロールでいろいろ出ていたところだと思い

ますが、もし何かパトロールで感じたことがありましたら、お願いします。  
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漆原委員、お願いします。 

１７番（漆原豊彦委員） もうずっと前からこういう状態で、周りは平地というか平

らですけれども、ここは山になっています。木が生えていて、もうどう見ても、

どうしようもない状態だと思いますので、仕方がないのかなと思います。 

議長（齋藤義治委員） はい。ありがとうございました。  

    他に何かございますか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７０号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７０号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第４、議案第７１号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

を上程いたします。 

事務局からの説明を求めます。 

松森上級主査。 

事務局（松森上級主査） それでは、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願につ

いて」、御説明させていただきます。 

    地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住

所氏名、記載のとおり。特例農地、用田の１筆、及び遠藤の８筆。地目、いず

れも畑。地積、合計９，７９５㎡。区域区分は記載のとおり。相続開始年月日、

令和７年５月８日。経営面積、１０，８９０㎡。現地確認日、令和８年２月１

２日。 

    続きまして、地区、藤鵠・村岡・明治。番号２。被相続人氏名、記載のとお

り。相続人、住所氏名、記載のとおり。特例農地、大庭の１筆。地目、畑。地

積、２，７８２㎡。区域区分は生産緑地。相続開始年月日、令和７年８月４日。
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経営面積、６，８５９㎡。現地確認日、令和８年１月１５日。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。 

１５番、伊澤委員。 

１５番（伊澤忠治委員） 本件につきましては、令和８年２月１２日に、相続人と事

務局職員及び私で、現地確認を行いました。  

現地の状況は、ホウレンソウなどの栽培中及び作付け準備中であり、全て適

正に管理されていました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

５番、西山委員。 

５番（西山弘行委員） 本件につきましては、令和８年１月１５日に、相続人と事務

局職員及び私で、現地確認を行いました。  

現地の状況は、ホウレンソウなどの栽培中及び野菜の作付け準備中であり、

全て適正に管理されていました。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７１号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７１号について、承認することに決定をい
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たします。 

    次に移ります。 

    日程第５、議案第７２号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願について」を上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 本申請について、申出人に、買取申出事由が生じた者の状況確

認を行ったところ、亡くなる前まで畑の栽培管理を行っていたとのことでした。 

    また、申請地を現地調査したところ、野菜等の作付けはされておりませんで

した。 

    以上のことから、買取申出事由の生じた者が主たる従事者であったものと判

断いたしました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７２号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７２号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第６、議案第７３号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案について」を上程いたします。 

なお、本議案、番号２２、２３については、農業委員等の案件となっており

ますので、農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象

委員は、しばらくの間、退席を願います。  
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［対象委員 退席］ 

議長（齋藤義治委員） それでは、本議案、番号２２、２３について、事務局の説明

を求めます。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 議案書は１４ページになります。 

    番号２２は、大庭を中心に３５３ａを耕作する方と、同じく大庭を中心に１

４９ａを耕作する法人の新規借受分で、当該地では水稲及び野菜を栽培すると

のことです。 

    こちらの案件でございますが、水利組合で水路の暗渠排水管の改修をしたい

ということがございまして、水利組合と農業水産課で調整をいたしまして、県

の補助事業を活用することで、市で負担金が出るということがございましたの

で、こちらの案件が発生したと聞いております。  

    続きまして、番号２３です。  

    番号２３は、大庭を中心に３５３ａを耕作する方の農業経営基盤強化促進法

に基づく利用権設定から、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画

への切り替え分で、当該地では水稲を栽培していくとのことです。  

    なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。  

    それでは、本件について、意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７３号、番号２２、番号２３について、承認することに御異議はござ

いませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７３号、番号２２、番号２３について、承

認をすることに決定をいたします。  
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    退席している委員の入室をお願いいたします。  

［対象委員 入室］ 

議長（齋藤義治委員） それでは、本議案、番号１から番号２１、番号２４から番号

２６について、事務局からの説明を求めます。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 議案書は１０ページからとなります。  

    番号１は、宮原を中心に１７２ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

野菜を栽培していくとのことです。  

番号２は、用田を中心に３７６ａを耕作する方の新規借受で、当該地では、

野菜を栽培していくとのことです。  

番号３は、葛原を中心に３８１ａを耕作する方の農業経営基盤強化促進法に

基づく利用権設定から、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画へ

の切り替え分で、当該地では野菜を栽培していくとのことです。  

番号４は、打戻で１４２ａを耕作する方の利用権から中間管理への切り替え

分で、当該地では水稲を栽培していくとのことです。  

番号５、番号１２は、打戻を中心に１５７ａを耕作する方の新規借受分で、

当該地では野菜を栽培していくとのことです。 

番号６、番号７は、打戻で１０２ａを耕作する方の利用権から中間管理への

切り替え分で、当該地では野菜を栽培していくとのことです。  

番号８、番号９、番号１０、番号１１、番号１８は、打戻を中心に９１２ａ

を耕作する方の利用権から中間管理への切り替え分で、当該地では花卉を栽培

していくとのことです。 

番号１３、番号１４は、獺郷で１２ａを耕作する方の新規借受分で、当該地

では野菜を栽培していくとのことです。  

番号１５、番号１７は、獺郷を中心に８９ａを耕作する方の利用権から中間

管理への切り替え分で、当該地では野菜を栽培していくとのことです。  

番号１６は、用田を中心に１０９ａを耕作する方の利用権から中間管理への

切り替え分で、当該地では野菜を栽培していくとのことです。 
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番号１９、番号２０は、他市で営農しており、藤沢市において新たに農業を

開始する方で、資料は２０ページからとなります。  

当該地では、柑橘類の苗木等を栽培し、経営していくとのことです。  

六会・長後地区の地区協議会におきまして、本人と面談し、就農計画等につ

いて確認しております。 

番号２１は、石川を中心に５７５ａを耕作する方の新規借受分で、当該地で

は水稲を栽培していくとのことです。  

２つ飛びまして、番号２４は、石川を中心に５７５ａを耕作する方の利用権

から中間管理への切り替え分で、当該地では水稲を栽培していくとのことです。 

番号２５、番号２６は、石川で２８ａを耕作する方の新規借受分で、当該地

では水稲及び野菜を栽培していくとのことです。  

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

    何かございましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

    議案第７３号、番号１から番号２１、番号２４から番号２６について、承認

をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７３号、番号１から番号２１、番号２４か

ら番号２６について、承認することに決定をいたします。  

    次に移ります。 

日程第７、議案第７４号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案に対する意見について」を上程いたします。 

事務局からの説明を求めます。 
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    久保主査。 

事務局（久保主査） 議案書１６ページからとなります。  

番号１は、用田を中心に３７６ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号２は、葛原を中心に１０３ａを耕作する法人の更新借受分です。 

    番号３は、宮原を中心に１７２ａを耕作する方の更新借受分です。 

    なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

    何かございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７４号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７４号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

    日程第８、報告第２５号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

事務局からの説明を求めます。 

    久保主査。 

事務局（久保主査） 議案書１７ページになります。 

番号１、番号２は、借主の都合により、賃借権を合意解約する旨の通知を受

けたものです。 

番号３、番号４は、貸借の内容を変更するため、使用貸借権を合意解約する

旨の通知を受けたものです。 

    以上で説明を終わります。 
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議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

ないようでございますので、報告第２５号を終了いたします。 

次に移ります。 

日程第９、報告第２６号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。  

    事務局からの説明を求めます。 

久保主査。 

事務局（久保主査） 本件につきましては、まず１８ページが「農地法第３条の３第

１項の規定による届出」でございます。  

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が１件、合計２件となっておりま

す。 

続きまして、議案書１９ページから２３ページまでが「農地法第４条第１項

第７号の規定による転用届出」でございます。 

六会・長後地区が４件、藤鵠・村岡・明治地区が１３件、合計１７件となっ

ております。 

続きまして、議案書２４ページから２７ページまでが「農地法第５条第１項

第６号の規定による転用届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が３件、六会・長後地区が３件、藤鵠・村岡・明治地区が

８件、合計１４件となっております。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２６号を終了いたします。 
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次に移ります。 

日程第１０、議案第７５号「「藤沢市情報セキュリティポリシー」の改定に

ついて」を上程いたします。 

事務局からの説明を求めます。  

坂間主幹。 

事務局（坂間主幹） 日程第１０、議案第７５号「「藤沢市情報セキュリティポリシ

ー」の改定について」、説明をさせていただきます。  

    このことにつきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、

地方自治法第２４４条の６第１項及び第２項により、今後、普通地方公共団体

の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に

当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基

づく必要な措置を講じるとともに、当該方針を策定・変更した場合には、遅滞

なく公表することが義務付けられました。 

    このことから、これまで藤沢市で策定されていた藤沢市情報セキュリティポ

リシーが改定される際に、その他の執行機関である農業委員会も連名で策定す

ることで、当委員会のセキュリティポリシーとするものでございます。  

    下段に枠で、地方自治法を抜粋させていただいております。  

    お手元の資料で、クリップでとめてあるものを御用意していただければと思

います。 

    一番表
おもて

に「藤沢市情報セキュリティポリシー【改定体系図】」、２つ目に別

紙１という形で「藤沢市情報セキュリティポリシー基本方針（案）」というも

の、３つ目に、「藤沢市情報セキュリティポリシー基本方針＜詳細編＞（案）」

というものが、お手元にあろうかと思います。 

    資料はよろしいでしょうか。  

（資料不足等：なし） 

 それでは、まず一番上のＡ４横の「藤沢市情報セキュリティポリシー（改定

体系図）」を御覧ください。 

 藤沢市では、これまで策定していた「藤沢市情報セキュリティポリシー」を、
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改定体系図のところで整理をし、左から右が新しくなった形ですけれども、右

上の【基本方針】を地方自治法により定めるべき方針とし、今後、藤沢市ホー

ムページにおいて公表を行っていくことになります。 

    農業委員会においては、この改定にあわせて市のポリシーに連名で策定する

ことで、地方自治法で求められている、その他執行機関の策定義務を満たすも

のとなります。 

    お手元に『藤沢市セキュリティポリシー基本方針（案）』と『藤沢市セキュ

リティポリシー基本編＜詳細編＞（案）』がございますけれども、＜詳細編＞

を御覧になっていただければと思います。ホッチキスどめの別紙２です。  

    こちらに、地方自治法で求められている、農業委員会も含む行政委員会が定

めるべきサイバーセキュリティを確保するための方針で網羅すべき９つの内容

がございます。 

そちらについては、「藤沢市情報セキュリティポリシー基本方針」に記載さ

れております。 

まず、１ページ目をおめくりいただきますと、目次があって、下段にページ

数が書いてあります。そちらに、方針の目的が記載されております。  

続きまして、１ページから２ページにわたりまして「定義」が記載されてお

ります。３ページになりまして、「対象とする脅威」、４ページ目の４番目が、

「適用範囲」、同じく４ページ目の５番目が「職員等の遵守義務」、同じく４

ページの「情報セキュリティ対策」、ページをおめくりいただいて６ページに

移りまして、７番に「情報セキュリティ監査及び自己点検の実施」、８番に「情

報セキュリティポリシーの見直し」、９番に「情報セキュリティ対策基準の策

定」、１０番に「情報セキュリティ実施手順の策定」ということで記載してお

ります。 

なお、「藤沢市情報セキュリティポリシー基本方針」内で引用されておりま

す藤沢市情報セキュリティポリシー対策基準につきましては、セキュリティに

係る具体的な対策をまとめたものになりますので、今回の総会では、詳細な説

明は省略させていただきますが、委員の皆様には、折を見てまた説明をさせて
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いただく予定でございます。 

以上が、基本方針の説明となりますが、市長部局で改定する藤沢市情報セキ

ュリティポリシーを、農業委員会もこのような形で連名で策定することとし、

改定後の藤沢市情報セキュリティポリシーの内容を、農業委員会のポリシーと

することに関し、総会での議決を求めるものでございます。  

御審議のほどを、よろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明がおわりました。  

    それでは、本件について、意見を求めます。  

    一つだけ、確認の意味で聞きたいのですが、農業委員会での議案には、個人

情報がいっぱい載っていますけれども、そういうところにも、こういうのは反

映してくるんですか。 

    坂間主幹。 

事務局（坂間主幹） 基本的に、個人情報というものですと、法律の個人情報保護法

というものがございますので、それに則った形での取り扱いということになる

と思いますが、このセキュリティポリシーに関しましては、そういった個人情

報も含め、また、システム的なところ、そういったもの全体的に含めた中での

方針を定めているものと考えております。  

議長（齋藤義治委員） はい。 

    皆様方も、各地域のいろいろな情報を見るときに、例えば各市町村の農業委

員会の情報公開も、市によって大分違うんですね。ですから、その辺も、これ

からだんだん統一されていくのかなというふうな気もしますので。 

    何かほかにございませんか。  

    落合委員。 

１番（落合喜治委員） 農地パトロールで、タブレット端末を利用すると思いますが、

例えばそれのパスワードが、多分全部一緒だと思いますけれども、その辺のセ

キュリティというのは強化される、――したほうがいいと思いますが、その辺

はいかがでしょうか。 
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議長（齋藤義治委員） あれは個人情報がいっぱい入っていますね。 

１番（落合喜治委員） その辺も、多分農業委員会独自のセキュリティポリシーにな

るかもしれませんけれども、その辺の検討をお願いします。 

事務局（坂間主幹） その辺については、検討させていただきます。 

１番（落合喜治委員） ありがとうございます。 

議長（齋藤義治委員） 多分いろいろ出てくると思いますが、お願いします。  

そのほかに何かございませんか。  

１３番（吉原 豊委員） セキュリティポリシーって何だって……、みんな横文字だよ

ね。 

議長（齋藤義治委員） 坂間主幹、簡単に説明してください。 

事務局（坂間主幹） ウェブで検索しますと、セキュリティポリシーとは、企業や組

織が情報資産、例えば顧客データですとか技術ノウハウなどを、サイバー攻撃

や漏えいなどの脅威から守るため、方針、ルール、体制をまとめた文書です。  

    これは、組織のセキュリティを守る基本方針であり、情報漏えいの防止、リ

スク管理を目的に策定されます。  

    ということでございます。 

議長（齋藤義治委員） ということだそうです。 

    最近は、大企業でもいろいろサイバー攻撃を受けたりしていますのでね。 

    そのほかに何かございませんか。    

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７５号について承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７５号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第１１、議案第７６号「「地域計画（案）」の作成・更新に伴う意見に
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ついて」を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局（坂間主幹） 日程第１１、議案第７６号「「地域計画（案）」の作成・更新

に伴う意見について」。 

       ２０２６年（令和８年）２月２５日提出 

       藤沢市農業委員会 会長 齋藤義治 

       提案理由 

        農業経営基盤強化促進法第１９条第６項の規定により、市町村は、

地域計画を定め、又はこれを変更しようとする場合は、農業委員会の

意見を聴くとされているため、意見を求めるものでございます。 

    本日は、市長部局より農業水産課の職員にお越しいただいておりますので、

資料を配付の後、農業水産課の職員から説明をしていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

［「令和７年度 地域計画策定の状況」：資料配付］ 

議長（齋藤義治委員） それでは、お願いします。 

農業水産課（橫溝上級主査） 藤沢市農業水産課の橫溝です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

    本日は、「「地域計画（案）」の作成・更新に伴う意見について」というとこ

ろで、御説明をさせていただきたいと思います。  

    資料は、ホッチキスどめをしております、今お配りした資料をもとに説明を

させていただきます。 

     それでは、今年度の地域計画については、昨年の９月の総会でも、「今年度

の取組」ということで説明をさせていただきました。  

     その予定の中で、今年度も作成した地区あるいはまた更新した地区等もあり

ますので、その更新の内容を説明させていただきます。  

    地域計画については、以前より何度も説明をさせていただいておりますが、話

し合いに基づき作成をされるもので、地域の農業の在り方と目標地図を加えた

ものが地域計画となっております。おおむね１０年後の地区の方針をまとめた
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ものとなります。 

     地域計画策定後も、地区の方針に変更が生じた場合に目標地図の更新を行っ

ていくなど、地域の実態に応じて定期的に見直しながら更新を行うこととされ

ております。 

     まず資料の１ページ目、一番表
おもて

のところで、こちらが現在の地域計画の策定

の状況の表となっております。  

     藤沢市内では１６地区に分けて、この地域計画の策定をするかしないかとい

うところで、２年ほど前から話し合いを行ってまいりました。  

     そして、昨年の３月に、まず地域計画を策定した地区が１１地区ございまし

た。５地区が策定を見送ったというところでございます。  

     その中で、今年度（令和７年度）については、石川地区で、また改めて検討

会を開催する流れになりまして、話し合いを１１月７日に実施をいたしました。 

    その話し合いの結果、今回、この地域計画を石川地区でも策定することとなり

ました。 

        また、昨年の３月に策定をした城稲荷地区につきましても、昨年の１１月１

８日に話し合いを行いまして、今後の城稲荷としての取組について、再度農業

者の方が集まって、地区の方針、今後やっていくべきことというところで話し

合いをされましたので、その部分が更新をされております。  

     また、話し合いは今年度行っていませんが、そのほか、昨年、策定した地区

につきましても、担い手の名簿の更新であったり、目標地図を、現状の耕作状

況、今年の１月１日時点を基に耕作状況図を色づけして地図を更新していくこ

ととなっております。 

     この表については、各地区の策定状況と策定エリア、目標地図、また、数字

が各地区に書いてありますけれども、こちらが、「各地域で農業を担う者」と

いうことで、地域計画の掲載の同意書を提出していただいている担い手の人数

となっております。左側の数字が令和７年、１年前の３月の人数となっており

まして、その右側が、今年３月策定・更新予定の担い手の人数となっておりま

す。 
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     この増えた理由につきましては、認定農業者であったり、新規就農間もない

認定新規就農者の方々で、この地域計画の掲載について未回答だった方に、改

めてお知らせをさせていただきまして、同意書を提出された方々が追加されて

いるというところでございます。  

     一番右側、「令和７年度内容」については、担い手名簿・地図の更新が主と

なっております。ただ、石川地区については、新たに策定をされている城稲荷

地区については、取り決め内容で更新がされているという状況です。  

     ページを開いていただいて、２ページ目以降が、各地区の地域計画の要旨と

なっております。去年とか、何度もこの要旨は見ていただいているかなと思い

ますけれども、更新された箇所につきましては、１ページ目が用田地区になっ

ておりますので、用田地区を例に説明をさせていただきます。  

     策定した年月日は、去年の３月３１日となっております。目標年度としては、

おおむね令和１４年度となっております。  

     １番の（１）「地域計画の区域の状況」、こちらが田んぼの面積とか畑の面

積、地域計画に関する面積ということで表となっている部分でございます。こ

ちらの面積を、最初のものに更新をかけているところと、あと、（備考）欄に、

「遊休農地面積」とございます。こちらが昨年の農地パトロールの結果に基づ

いて数字を更新しているところでございます。 

    （２）の「地域農業の現状及び課題」、（３）の「地域における農業の将来の

在り方」については、昨年のままとなっております。  

     ページをめくっていただいて、右側に「担い手名簿」の一覧表があるかと思

います。こちらが、用田地区において地域計画掲載の同意書を提出いただいて

いる方々の一覧となっております。名前は伏せて番号という形で表示をしてお

ります。 

     こちらには、認定農業者か、あとは認定新規就農者だと「認就」みたいな言

い方になっていますが、認定農業者だと「認農」、またそれ以外の農業者の方

だと「利用者」という表現になっております。 

     そのほか、「経営作目」であったり「経営面積」ですね。こちらが、毎年面
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積を更新する必要があるかなと思っております。こちらは、今年１月１日時点、

毎年１月１日時点の状況を基に更新をかけていきたいと思っております。現状

の「経営面積」です。 

     右側に、「１０年後」、おおむね令和１４年度となっておりますけれども、

その際の経営面積が記載されているところでございます。  

     基本的に目標地図の作成基準にもありますけれども、１０年後、ここをこの

ようにまとめていくとか、そういう目標地図が作成されているわけではなく、

まずは、現状、耕作されている方々が、引き続き耕作を頑張っていこうじゃな

いかということで、各地区で、この地域計画を作成しておりますので、基本的

には、現状の経営面積が、１０年後も同じ現状維持をしていくというところで

数字は変わらないとなっております。  

    中には、認定新規就農者で、今は、その地区で耕作できていないけれども、将

来的には、その地区で行っていきたいんだというところで、経営面積が増えて

いったりする場合もございます。  

     用田地区については、１６人の方が担い手として掲載されておりますので、

１枚目の、最初見ていただいた表の、「担い手の人数」が、用田地区だと１０

人から１６人になりましたというところで御覧いただければと思います。  

     こういった内容で、用田地区以降、葛原地区を初め、昨年地域計画を策定し

た地区については、そういった面積とか担い手の名簿の更新を行っております。 

     また、中ほどに、新たに作成した石川地区の地域計画（案）というところも

掲載をしております。石川地区も、やはり田んぼなど多い地区ではございます

ので、そういった田んぼをどう利用していくのかというところが、話し合いの

中心になったところでございます。  

     ただ、農業者の中でも、そういった課題がある中で、まずは田んぼを、水田

を維持していく方法を、今後も考えていこうよという御意見をいただきまして、

こういった内容が地域計画の中に反映されているところです。  

     また、城稲荷地区につきましても、地域計画にかかわらず、定期的に地域の

中で話し合いを行っていたりもしております。今後、農地の集積、集約を検討
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していく中で、優先順位であったり、また、裏作の活用というところも話し合

いの議題に挙がっておりました。 

     そういった取組をしていく中で、水田を行っていく新規就農者も以前より人

がいるというところもありますので、そういった方を中心に集積、集約、城稲

荷地区の中での農業のしやすさというところを検討していただいているところ

でございます。 

     簡単な説明ではございますが、昨年策定した１１区にプラスして、今回、石

川地区が新たに策定をされたというところで、地域計画策定と更新というとこ

ろで案を作成させていただいております。  

     今後も、定期的な見直しというところで挙げられておりますので、地区によ

って、また話し合いを開催したりとか、そういったこともあるかと思います。

その際には、また農業委員の皆様が中心となって地域の農業のしやすさという

ところで引っ張っていただけると、大変ありがたいなと思っておりますので、

引き続き、よろしくお願いいたします。  

    今年度の取組については、以上となります。よろしくお願いいたします。  

議長（齋藤義治委員） ただいま農業水産課から、地域計画についての、いろいろな

経過ということで報告がございました。  

     このことについて、何か意見等がございましたら、お願いをいたします。  

     それでは、私から一つ、具体的に、この地域計画は決まったのですが、実際

に、地域計画の中で、例えば基盤整備だとか、あるいはいろいろ具体的に何か

動いているような、あるいはその補助が出ているような例というのはあるんで

すか。 

農業水産課（橫溝上級主査） 今お話がありました、具体的に基盤整備とか進んでい

るかどうか、そして補助金とかというところになりますと、今、説明をさせて

いただいた地区の中では、城稲荷地区が一つ動きを見せているところでござい

ます。 

     裏作、二毛作の活用もありますけれども、遊休農地を生かしていくというこ

とで、神奈川県の小規模農地基盤整備事業という事業がありまして、この地域
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計画の中にも記載をさせていただいておりますが、そういった整備事業を活用

しながら、暗渠の整備とかというところが、今後行われて行く予定でございま

す。 

議長（齋藤義治委員） ほかの地域では、具体的な例というのは何かございますか。

前に、河川の堰のことだとか、そういう問題が出ていましたけれども、そうい

うのはどうなっているのでしょうか。 

農業水産課（橫溝上級主査） まだ具体的に進んでいるところではないのですが、堰

の関係というところも、市全体の堰の取組計画、更新計画もありますので、そ

ういったところも、状況を見ながら優先順位とか、そういったところを、今後

見据えて、また状況に応じて地域の話し合いの中で御説明があったりというと

ころもあるかもしれませんけれども、そういった計画の中で進めていくことが

できればと思っております。 

議長（齋藤義治委員） ほかの地区で、何かございませんか。 

１３番（吉原 豊委員） この数字の中で、全体的な数字の中で、要は各地区にどのぐ

らい土地があるのかという数字はあるんですが、今現在、現状を見ると、結構

藤沢市の北のほうでは、区画整理で整備されているんですね。こういう整理さ

れているところをどうするの、――どうするのというか、市街化にしていきた

いのか、農地として残していくのかということが、よく分からないんですよ。  

     今やはり土地がないとか、農業を次にやっていく人がいないというふうに言

われていますが、農地を守るという立場から言えば、農地はこれだけの数字、

ここを見れば、農業者が、まだ誇りを持ってできるんですよというところなの

か、よく分からないんですね。  

     そこら辺はどうですか。 

農業水産課（関口課長補佐） 関口から答えさせていただきます。  

     まず、農業水産課としましても、先ほど委員さんからもお話がございました

が、「農地を守っていく」という基本的なスタンスは、変わりはございません。

農業水産課でもございますので、やはりそこは皆様と寄り添っていきながら、

一緒に藤沢市の農業振興を図っていくといったところでございます。  
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     また、一方では、先ほどお話がございました区画整理等の事業によりまして、

そこの部分につきましては、市街化に編入されてしまうといったところも、直

近だと慶應大学の近くになりますけれども、「健康と文化の森地区」の土地区

画整理事業だとか、また、葛原の「新産業の森」の土地区画整理事業など、藤

沢市の事業でも市街化というかまちづくりといったところでも行っていくよう

な形になります。 

     その際は、私たち農業水産課の職員も、例えば「新産業の森」の土地区画整

理事業の中で、地元の土地所有者の方との会合が、西北部総合整備事務所で、

今、誰でも出席していただいたりしまして、何か御意見をいただく場合につき

ましては、農業水産課としての見解などを御説明させていただいているところ

でございますので、また、今後につきましても、今のところ、この２つの土地

区画整備事業が動いているところではございますけれども、また何か、そんな

動きがありましたら、農業水産課としても皆さんの御意見を伺いながら、将来

にわたって農地を守っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

１３番（吉原 豊委員） 分かりました。各農家によく伝わるように、周知してくださ

い。お願いします。 

議長（齋藤義治委員） それと、これからの藤沢市の農業を考えたときに、地方など

では、かなり大型化とか集積化ということが、一つの課題になっていますが、

この都市周辺の農地というのは、大型化、集積化というのは、なかなか難しい

と思うんですよ。 

     だけれども、ある程度大型化していかないと収益が上がらないと思うんです

よね。その辺は、地域の人との話し合いの中で決まると思いますが、藤沢市の

農業水産課としては、どういうふうに、その辺を考えていますか。  

農業水産課（関口課長補佐） 会長がおっしゃったとおり、藤沢市、まず全国的にも

「農林業センサス２０２５」の速報値と言いますか概数値が出ていまして、全

国的に、農業の担い手が、大体２０％から２５％ぐらい減少していまして、ま

た、神奈川県の中でも同じような割合で減っているような状況になります。  
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     藤沢市の市町村ごとの結果というのは、今後３月以降に出るような形にはな

りますけれども、その中で、５年ごとの調査ごとにも、毎回減少していくとい

ったところがございます。 

     そこも含めまして、そうするとどうなるかというと、農地がどんどん空いて

いきます。それによって、耕作をされないで遊休化してしまう農地も増えてし

まったりというところの悪循環にもつながったりしますので、そこは、皆さん

とともに、例えば新規就農者の拡大意向のある方とか、また、例えば西俣野で

あれば、自分ができなくなったところを、周りの農業者の方が地域としてサポ

ートしていくといったことで、遊休農地解消対策事業なども活用していただく

中で広げていって農地を維持していくといった、そういったところで、農地の

利用が円滑に滞りなくできるように考えていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

他に何かございませんか。 

     佐藤委員。 

２１番（佐藤智哉委員） 佐藤です。どうもお世話になります。  

     農地を守るにしても、何にしても、お金がかかるんですよね。集積したとこ

ろで、機械が大型化していかないと、小型の機械じゃなかなか難しいですし、

その機械を手に入れたりとか、あとはスマート農業みたいなものもあったりす

ると思いますが、何しろお金がないと始まらないんですよね。 

１２月ぐらいに、地域農業構造転換支援事業というのが急に出てきて、その

情報って、市のほうからは一切挙がってこなかったじゃないですか。 

     これの要件が、「地域計画を策定していますか」というところと、あと、「目

標の集積率を現状の１０ポイント上げましたか」とか、話があったと思います

けれども、その辺の情報も一切ない、市としてないというのは、ちょっと問題

かなと思ったんですね。 

      これからでも、補助金とかいろいろ国が出すやつというのは、基本的に大規

模化メインのところに対して下りるのが多いのかなと思いますが、それをやる
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にしてもやらないにしても、せめて情報だけでも市には持っておいてもらいた

いというか、かつその情報もちゃんと提供してもらいたい。  

     今回の補助金も、期間がすごく短くて、１２月ぐらいに出されて、もう２月

が締め切りとかで、１０分の３の補助が出ますよ、みたいな、トラクターだっ

たり、もろもろの機械を含めて。  

     農地を守るにしても、何をしたってお金がかかるので、そういった補助金の

情報とかというのは、しっかりちゃんと仕入れてもらって、情報提供をしても

らいたいと思います。 

     あとは、この目標の策定も、何のためにやっているのかという話で、もちろ

ん補助金を使う、使わないという話は別ですけれども、もし万が一使うような

ことが出てくるのであれば、その目標の策定も、今回、国から出てきた補助金

は、１０ポイント、目標の集積率を上げましょうという話なので、今の目標の

集積率が、例えば２０、３０、４０、５０とかというところは、目標値で１０

ポイント上げなければいけないので、その目標を策定するには、あらかじめみ

んなで話をしなきゃならないじゃないですか。そのときに、情報をちゃんと提

供してもらいたいんですね。 

     以上です。 

議長（齋藤義治委員） その辺はどうですか。情報の…… 

農業水産課（橫溝上級主査） 御意見ありがとうございます。  

     国の補助事業であったり、県の補助事業も含めて、いろいろ、この地域計画

に絡めて補助事業を活用する事業が増えてきております。 

ただ、今回、佐藤委員からお話があった、構造転換支援事業も、国のほうも

見切りで事業を進めていたというところで、制度設計の詳細が来るのか、県も

市もちょっと分からず、こちらから問い合わせても、もう少し待ってください

みたいな状況でしたので、そういったところも、国、県含めて、情報は共有で

きるような形にしていきたいと思っておりますので、また、よろしくお願いい

たします。 

２２番（佐藤智哉委員） そういうときに、議員さんの力とか、結構大事になってく
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るんだと思いますけれども、その情報をあらかじめ仕入れていたところなどは、

浜松市とかは、１２月の段階でホームページに挙がっていたんですよね、アン

ケートをとりますというので。ということは、国から発表される前に情報が行

っているはずではないかと。 

だから、その情報をどうやってとるかというのも、もう少し考えてもらって、

知らなかったではなくて、知っているところも全国を探すといっぱいあるので、

その辺、藤沢市も、もう少し頑張ってもらいたいと思います。  

議長（齋藤義治委員） その辺は、よろしくお願いします。  

農業水産課（一同） はい。 

議長（齋藤義治委員） そのほかには、何かございませんか。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） そのほかに意見がないようでございますので、ここで採決を

いたします。 

     議案第７６号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

     それでは、よろしくお願いします。  

    農業水産課の方、ありがとうございました。  

農業水産課（一同） ありがとうございました 

［農業水産課・関口課長補佐、橫溝上級主査：退室］ 

議長（齋藤義治委員） 以上で、本日予定をしておりました議事については、全て終

了いたしました。 

それでは、以上をもちまして２月の総会を閉会といたします。 

    御審議をしていただきまして、まことにありがとうございました。 

    どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後４時１４分 
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以上のとおり相違ありません。  

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

  


